
 

 

東海村農地賃借料情報（令和６年） 

 
平成２１年の農地法改正により「標準小作料制度」が廃止され，代わりとして賃借料の

目安となる賃借料情報を提供することになりました。 

令和６年１月から１２月までに農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画等に

伴い締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（１０ａ当たり）は，以下のとおりで

す。 

 

１ 田（水稲）の部                      

締結（公告） 

された地域名 
平均額 最高額 最低額 データ数 備考 

圷土地改良区等 ４，１３１円 ８，１７４円 ３，９４７円 １２８ 

物納データ数３ 

使用貸借（無償）

データ数３３ 

真崎浦・大山下等 ４，９１４円 ５，１７６円 ４，４８２円 １８ 

物納データ数１ 

使用貸借（無償）

データ数１３ 

 

２ 畑の部                          

締結（公告） 

された地域名 
平均額 最高額 最低額 データ数 備考 

村内全域 ２，９８２円 ６，６８４円 １，０００円 ２３２ 

物納データ数２ 

使用貸借（無償）

データ数７７ 

 

○平均額等は，賃貸借（有償）のみを集計しており使用貸借（無償）データは含めていま

せん。 

○賃借料はあくまで目安であり，地域の特性等を十分考慮し,当事者間で協議のうえ決定し

てください。 

 

 


